
◎熟議の効果2：新しい教育文化の創造

・正しく潤沢な情報のもと、色々な関係者が本音をぶつけ
合い、課題を認識。そして、課題解決に向けて徹底的に議
論をすることにより、社会的合意を編集・創造する。

・これらのプロセスを通じて、「市民一人ひとりが教育の担
い手として当事者意識を持って教育に関わり、良い教育、
良い社会を創る」という市民文化を醸成していく。

・それぞれの地域で、教育を考えるための「リアル熟議」が
開かれるようになることで、市民が居場所と出番を確認す
るようになる。また、地域のつながりが形成される。

◎熟議の効果１：行政改革

・教育についての情報と議論が市民に広く開放される。

・行政が教育政策についての情報提供と熟議のファシリ
テーションをおこなうことで、市民と共に教育政策を考え
ることができ、現場と行政の間にある問題認識のギャップ
を縮小することにつながる。

・社会課題ベースの議論ができるので、「縦割り、横割り」
行政を乗り越えた政策形成につながる。それによって、教
育現場における社会課題について、迅速で効率的な対
応が可能となる。

「熟議」とは

「熟議」：多くの当事者による「熟慮」と「討議」を重ねながら政策を形成していくこと。

政策を形成する際、

①多くの当事者（保護者、教員、地域住民等）が集まって、
②課題について学習・熟慮し、討議をすることにより、
③互いの立場や果たすべき役割への理解が深まるとともに、
④解決策が洗練され、
⑤個々人が納得して自分の役割を果たすようになる、

というプロセスのことを言う。

◆事例：
10年前、鹿児島県鹿屋市では地元医師会と県立病院が対立。救急車の市外搬送が多数発生。しかし、県立病院院長と医師会長などの関係者が積極的に熟
議の場を開くことによって、問題解決のための画期的なシステムを考案、みんなで実行。今では、高度な治療まで地域内でできるようになった。また、3年前より
小児夜間救急のコンビニ受診が増え、医療疲弊が問題となったが、ここでも、医療関係者と母親たちの熟議の場が多数設けられることによって、受診行動の
適正化と診療の質向上につながった。
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両輪

「熟議」に基づく教育政策形成の取組①－文科省熟議による教育政策形成構想－

諮問

答申

中央教育審議会等当事者による「熟議」

管理職教員
7万人

保護者

教育長
1800人

文科省
職員

副大臣
政務官

新しい公共の視点
に立った「熟議」

教育委員
7000人

学校支援
ボランティア

46万人

教員
80万人

専門家による検討
意見の収斂

政務三役

教育政策の決定

「熟議」に基づく教育政策形成の
在り方に関する懇談会

中央教育審議会等における専門家による検討に合わせて、車の両輪として、
当事者による「熟議（じゅくぎ）」に基づく意見を踏まえ、政務三役にて政策決定を行う。



「熟議」に基づく教育政策形成の取組②－当事者による「熟議」のイメージ－

当事者による「熟議」に基づいた意見を収集するため、
「リアル熟議」と「ネット熟議」（熟議カケアイ）をハイブリッド展開する

【コンセプト】
①実際に対面で行う「現場対話での熟議」と、時間・場所の制約が少ない「Web上での熟議」をハイブリッド展開
②それぞれの熟議には、「教育現場の当事者」と「政務三役」が参加
③文部科学省職員は、熟議を促進する情報提供（事例やデータ）・ファシリテーター役として参加
④熟議のプロセスはネット等で公開（特に、「Webサイト上での熟議」はリアルタイムで公開）

ネット熟議（Webサイト上での熟議）リアル熟議（現場対話での熟議）

ハイブリッド展開

平成22年4月17日開催の
「熟議に基づく教育政策形成シンポジウム」

からスタート

平成22年4月17日オープンの
Webサイト「文科省政策創造エンジン熟議カケアイ」
にて「教員の資質向上」等をテーマにスタート



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「～「新しい新しい公共」－支えあい公共」－支えあいと活気のある社会の構築と活気のある社会の構築～①～①

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

（４）社会イノベーションを促進するための必要な規制改革及び公的支援等を一体として実施する地域活性化総合特区等の検討

「新しい公共」への参加
割合の拡大

26％（2010年）→約5割

（注）平成21年度国民生活
選好度調査による

１．官が独占していた領域を公に開き、ともに支えあう仕組みを構築

（３）事前ﾁｪｯｸ型から事後ﾁｪｯｸ中心の行政への移行（認定ＮＰＯ法人の認定基準における仮認定の導入等）

（１）「新しい公共」円卓会議からの提案に対する対応の実現

（２）マルチステークホルダーからなる「社会的責任に関する円卓会議」を通じた協働

（５）現場対話とインターネット活用等による「熟議」を通じた政策形成メカニズムの導入

・平成23年春頃までに「安全・安心で持続可能な未来に向けた協働戦略」を策定し、実行
・平成22～23年度にかけて消費者・市民教育モデル事業・地域円卓会議のモデル開催

・夏に会議を設置し、12月までに政府の対
応をフォローアップ、結果を踏まえて提案

・政府と市民セクター等との公契約や協約の
在り方等を議論

・「新しい公共」円卓会議提案の着実な実現
・民間提案型の業務委託、市民参加型の公共事業の導入

広く提案募集を行い、検討の場を設けて新た
な法制化を含む具体的な制度設計を推進

具体的内容及び実施地域等を決定

「熟議」に基づく政策形成を先行的に実施
するとともに、市町村等の取組も支援

先行事例により得られた知見を踏まえ、「熟議」に基づく政策形成を政府内で
浸透させるとともに、引き続き支援

・具体的に制度設計し、平成23年度税制改正において実現
・公益法人の認定等について、平成22年度以降の申請について、原則として認定等までの期間を４ヶ月以内に

迅速化

ikeda-y
ハイライト表示

ikeda-y
ハイライト表示

ikeda-y
ハイライト表示

ikeda-y
タイプライターテキスト
「新成長戦略」（平成22年6月閣議決定）　成長戦略実行計画（工程表）（抜粋）



熟議に関するこれまでの主な取組 

 
 「熟議カケアイ」サイト関係 「リアル熟議」等その他 

 
 
４ 

月 

17 日 サイト・オープン 

同日 「教員の資質向上」「未来の学校」開設 

22 日 「熟議カケアイをよりよくするには？」開

設 

30 日 （教員の資質向上）論点ごとに掲示板再編

成 

17 日 「熟議」に基づく教育政策形成シンポ

ジウム開催 

22 日 学校教育の情報化に関する懇談会（第

1 回）開催 

   ※以降、懇談会開催都度、「熟議カケ

アイ」サイトで動画・配布資料掲載 

 

 

 

５

月 

14 日 「ＩＣＴを活用した２１世紀にふさわしい

学校や学びとはどうあるべきか？」開設

20 日 「教員の資質向上」に関する熟議において

鈴木副大臣より「文部科学省への提案書」

作成の提案 

27 日 「国立大学法人の課題やその改善方策

は？」開設 

28 日 （教員の資質向上に関する）「文部科学省

への提案書」素案提示（以降適宜更新）

31 日 「ＩＣＴを活用した２１世紀にふさわしい学校

や学びとはどうあるべきか？」終了 

 

 

 

 

 

 

６

月 

3 日 「我が国の研究費を使いにくくしている問

題点は何か？」開設 

7 日 （教員の資質向上に関する）「文部科学省への提

案書」取りまとめ終了 

14 日 「学校評価ガイドラインはどうあるべき

か？」開設 

17 日 「国立大学法人の課題やその改善方策は？」終

了 

24 日 「学校評価ガイドラインはどうあるべきか？」

終了 

25 日 （教員の資質向上に関する）「文部科学省

への提案書」の提案式 

30 日 「我が国の研究費を使いにくくしている問題点

は何か？」終了 

3 日 研究費を効果的に使用するための予算

制度の在り方に関する意見交換会開

催（第 2 回はいつだったか） 

同日 中央教育審議会総会（第 72 回）にお

いて「熟議」の取組について報告 

9 日 学校教育の情報化に関する懇談会（第

5 回）において「熟議における意見の

概要」報告 

23 日 横浜リアル熟議（ヨコハマの学校と地

域）開催 

29 日 中央教育審議会 教員の資質能力向上

特別部会（第 1 回）において（教員

の資質向上に関する）「文部科学省へ

の提案書」報告 

７

月 

「未来の学校」「熟議カケアイをよりよくするに

は？」が継続中 

4 日 千代田区リアル熟議（ICT）開催 
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